
４．具体的な改革の取組み 

（２）総合力の発揮 ①行政間連携 （ⅰ）国への提案の強化 （ⅱ）関西広域連合を通じた連携強化 

項目名 取組内容 担当部局・室 

  取組み実績 

備考 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

国への提案の強化 
（本文P44） 

特区制度等を用
いた規制改革の推進
や、双眼型国土構造
を見据えたリニア中央
新幹線の早期実現な
ど、大阪・関西の成長
を通じた日本の再生
に向けた課題解決型
の具体的提案をさら
に強化していきます。 

政策企画部 
企画室 

◆政策課題に応じて、適宜具
体的な提案を行う 

 
  ・国への提案・要望（10月） 
   津波浸水対策（南海トラフ 
  巨大地震への備え）など 
 

  
  
 
   ・国への提案・要望 
 
   ・リニア中央新幹線に係る緊 
  急要望（5月）及び大阪府・ 
  三重県・奈良県による首相 
  への要望（6月） 
 
   ・淀川左岸線延伸部の早期 
  整備に係る要望 (8月、10月、 
  11月） 
 
   など 

  
  
 
 ・国への提案・要望 
 
 ・国土強靭化推進のための防災・減 
  災対策に関する提案（8月） 
 
 ・地方拠点強化税制の見直しに向け 
  た提言（8月） 
 
  など 

関西広域連合を通じ
た連携強化 
（本文P44） 

関西広域連合を
通じ、広域で担う新た
な事務の拡充をめざ
すことにより、広域課
題への対応の強化を
図ります。 
また、国に対し、関

西広域連合を受け皿
とする国出先機関の
事務・権限の移譲
（丸ごと移管）を引
き続き要求していきま
す。 

政策企画部 
企画室 

（広域課題への対応） 
◆執行体制の強化 
 
   ・奈良県が関西広域連合に 
  正式加入 
   ・7分野の広域事務に追加 
  して広域スポーツの振興 
  に取組む体制を整備 
 
 
◆広域連合へ持ち寄る新たな
事務の検討 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
    
  ・毒物劇物取扱者試験・登録 
 販売者試験（医薬品販売）に 
 ついて、平成31年度に広域 
 連合での試験実施を目指す 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ・平成31年度から関西広域連合で 
  2資格試験を実施するための方針 

が決定 
 

 
 
 
 
 
・第3期広域計
画（平成29
～31年度)の
推進に取組む 
 
 
・試験問題の
作成等、試験
事務実施の準
備を進める 
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４．具体的な改革の取組み 

（２）総合力の発揮 ①行政間連携 （ⅰ）国への提案の強化 （ⅱ）関西広域連合を通じた連携強化 

項目名 取組内容 担当部局・室 
取組み実績 

備考 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

関西広域連合を通じ
た連携強化 
（本文P44） 

関西広域連合を
通じ、広域で担う新た
な事務の拡充をめざ
すことにより、広域課
題への対応の強化を
図ります。 
また、国に対し、関

西広域連合を受け皿
とする国出先機関の
事務・権限の移譲
（丸ごと移管）を引
き続き要求していきま
す。 

政策企画部 
企画室 

◆関西圏域の展望研究に係る基本戦
略（仮称）のとりまとめ等 

 
   
 ・関西圏域の展望研究に関する報 
   告書のとりまとめ（9月） 
  
  
 
 ・関西広域連合における「関西版 
   総合戦略」（＝「関西創生戦略」） 
   の検討を実施 
 
 
 
 
 
 
 
 
（国出先機関の丸ごと移管） 
◆国家要望等国への働きかけ 
 
  ・本府から国に対し、国出先機関の 
    連合への移管の推進等について 
   要望するとともに（6月）、関西広域 
  連合として国の予算編成等に対す 
  る提案を実施し、国出先機関の地 
  方移管の強力な推進等を要望 
  （6月、11月） 

  
  
 
 
 ・第3期広域計画の策定（3月） 
 
 
 
 
  ・関西創生戦略を策定（4月） 
   及び改定（3月） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  ・平成27年度と同様の要望を実施 
 
 
 
 

 
 
 
  
 ・第3期広域計画の推

進 
 
 
 
・関西創生戦略の推進 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・平成28年度と同様の

要望を実施 
 

 第3期広域
計画（平成
29～ 31年
度)の推進に
取組む 
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４．具体的な改革の取組み 

（２）総合力の発揮 ①行政間連携 （ⅲ）府市連携の強化 

項目名 取組内容 担当部局・室 
取組み実績 

備考 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

府市連携の強化 
（本文P45） 

大阪府市統合本
部において取りまとめ
た、経営形態の見直
し検討項目（A項
目）12項目及び類
似・重複している行政
サービス（B項目）
22項目に係る「基本
的方向性（案）」の
着実な実施を図りま
す。 

各部局 
 
副首都推進局 

◆基本的方向性（案）の実現に向
けた具体化の取組みの推進 

 
  ・府営住宅の大阪市への移管 
  （8月） 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
・地方独立行政法人大阪府

立産業技術総合研究所と
地方独立行政法人大阪市
立工業研究所を統合した
地方独立行政法人大阪産
業技術研究所の設立（4
月） 

 
・大阪府立公衆衛生研究所

と大阪市立環境科学研究
所を統合した地方独立行
政法人大阪健康安全基盤
研究所の設立（4月） 

  「事務事業の共同
化」や「日常業務の
一体的運営」などの
府市連携の取組みを
推進します。 

各部局 

 
◆実施中の連携を維持しつつ、新た
に連携できるものがあれば合意に向
け協議 

9 

  ・特別支援学校の府への一元化 
  （4月） 



４．具体的な改革の取組み 

（２）総合力の発揮 ①行政間連携 （ⅳ）市町村とのパートナーシップの強化 

項目名 取組内容 担当部局・室 
取組み実績 

備考 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

市町村とのパートナー
シップを強化する観点
から、府と市町村の双
方に効果があり、ス
ケールメリットを活かせ
る連携を進める 
（本文P47） 

【大阪府域地方税徴収機構（仮
称）の設置】 
府内27市町との間で地方税徴

収機構（仮称）を設立し、個人
府民税の徴収向上を図るとともに、
滞納整理の共同実施を行います。 

財務部 
税務局 

◆大阪府域地方税徴収機構を設
置・運営 

    
  
 
[運営規模] 
・参加27団体（25市2町） 
※効果額は、毎年度、市町から地

方税徴収機構へ引継ぎを行うこと
から、引継がれる税額により変動
する。 

 
[当初見込] 
・引継件数4,000件、引継税額42億

円を前提として、 
①効果額（大阪府分）3億円 
②効果額（府・市町合計）13億円  
 
 
 
 
 
≪取組実績≫ 
・引継税額33.7億円（当初見込より

▲20％）、引継件数3,844件。 
①効果額（大阪府分）本税で2.6億

円。他に延滞金等4千万円の収
入を確保 

②効果額（府・市町合計）本税で11
億４千万円。他に延滞金等1億6
千万円の収入を確保 

  
  

◆同機構の運営 
 
 
 
 
 
・参加27団体（25市２

町） 
 
  
  
  
 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 ≪取組実績≫ 
・引継税額32.7億円（前

年比▲3％）、引継件
数3,817件。 

①効果額（大阪府分）本
税で3億円。他に延滞
金等1.1億円の収入を
確保。 

②効果額（府・市町合
計）本税で14.2億円。
他に延滞金等2.1億円
の収入を確保。 

 
 
  

 ◆同左 
 
 
 
 
 
・参加30団体（26市４町） 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≪取組実績≫ 
○引継税額27.1億円（前

年比▲17％）、引継件数
3,935件。 

○引継税額は前年度を大
幅に下回るものの、前年
度並みの大阪府分の増
収（効果）額を見込む。 

   

参加団体と
協議した結
果、平成30
年度以降も
参加３４団
体と継続設
置。 
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４．具体的な改革の取組み 

（２）総合力の発揮 ①行政間連携 （ⅳ）市町村とのパートナーシップの強化 

項目名 取組内容 
担当部局・

室 

取組み実績 
備考 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

市町村とのパート
ナーシップを強化する
観点から、府と市町
村の双方に効果が
あり、スケールメリット
を活かせる連携を進
める 
（本文P48） 

【地域維持管理連携プラットフォーム
の構築】 
 土木事務所の管内毎に市町村や
土木工学系大学等と情報共有を行
い、インフラの維持管理ノウハウの共
有や研修を通じて、技術連携・人材
育成を図り、各管理者が責任をもっ
て都市基盤施設の維持管理を行う
ことをめざします。 
 
 
 〔府と市町村〕 
 ・地域により特性が異なるインフ 
    ラ維持管理に関する情報共有 
  ・維持管理に関するノウハウの 
    共有や研修実施による人材 
    育成 
  ・点検など維持管理業務の一 
    括発注の検討 
 
  〔行政と大学〕 
  ・府、市町村に対する技術的 
    助言 
  ・インフラ維持管理のフィールド 
    やデータを活用した維持管理 
    技術の共同研究 
 

都市整備部 
事業管理室 

◆土木事務所毎に「プラットフォーム」を設置 
 【済】 
  
【情報・ノウハウの共有、研修など人材育成】 
◆都市基盤施設（道路・治水・下水道・港
湾・公園）の維持管理に係る情報、ノウハ
ウの共有 

 
  ・各管理者のインフラ点検結果や補修 
    履歴等のデータを蓄積・活用するため 
    の維持管理データベースの基本設計 
    を実施 
 
◆橋梁点検実地研修、街路樹管理研修、
補修工事検査研修等 

 
 ・市町村や大学等と連携し、各プラット 
    フォームにおいて橋梁点検実地や街 
    路樹管理研修等を開催 
  
 
 
【点検業務等の一括発注の検討】 
◆スケールメリット等を活かした維持管理業
務の地域一括発注のあり方を検討 

 
 ・市町村の橋梁点検業務を、府都市 
   整備推進センターを活用し、一括し 
    て発注支援するしくみを構築、実施 
    （4市町） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  ・維持管理データ  
    ベースシステムの  
    構築に着手 
 
 
 
 
 
  ・各地域ﾆｰｽﾞに応じ 
    た研修等を継続実 
    施 
 
 
 
 
 
 
 
 ・他の市町村にも支 
    援を拡大 
     （15市町村） 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
  ・維持管理データ  
  ベースシステムの仮   
   運用（道路・港湾分             
   野） 
 
 
 
 
  ・同左 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ・同左 
 （26市町村） 
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４．具体的な改革の取組み 

（２）総合力の発揮 ①行政間連携 （ⅳ）市町村とのパートナーシップの強化 

項目名 取組内容 
担当部局・

室 

取組み実績 
備考 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

市町村とのパート
ナーシップを強化する
観点から、府と市町
村の双方に効果が
あり、スケールメリット
を活かせる連携を進
める 
（本文P48） 

【地域維持管理連携プラットフォーム
の構築】 
 土木事務所の管内毎に市町村や
土木工学系大学等と情報共有を行
い、インフラの維持管理ノウハウの共
有や研修を通じて、技術連携・人材
育成を図り、各管理者が責任をもっ
て都市基盤施設の維持管理を行う
ことをめざします。 
 
 
 〔府と市町村〕 
 ・地域により特性が異なるインフ 
   ラ維持管理に関する情報共 
    有 
  ・維持管理に関するノウハウの 
    共有や研修実施による人材 
    育成 
  ・点検など維持管理業務の一 
    括発注の検討 
 
  〔行政と大学〕 
  ・府、市町村に対する技術的 
    助言 
  ・インフラ維持管理のフィールド 
    やデータを活用した維持管理 
    技術の共同研究 
 

都市整備部 
事業管理室 

 
【大学への技術相談（テクニカル・アドバイ
スなど）】 

 
◆都市基盤施設（道路・治水・下水道・
港湾・公園）の維持管理に係る技術的
助言 
◆府、市町村のフィールドやデータを活用し
た維持管理の共同研究 

 
  ・府内の6大学（関大・工大・摂大・ 
     産大・近大・市大）と事業連携協定 
     を締結し、技術相談や共同研究を 
     実施 
 
    ・都市基盤施設（道路・治水・下水 
      道・港湾・公園）の維持管理に係る 
      技術相談窓口を各プラットフォーム 
   に設置 
 
    ・府のフィールドやデータを活用した 
   維持管理の共同研究等の実施 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 ・他大学へも事業連  
   携協定を拡大すべ  
   く調整（新たに京大  
   と締結） 
 
 ・大学と連携しながら 
   継続的に実施 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ・新たに大阪大学との

包括連携協定を締結 
 
  
 
 ・大学と連携しながら、

新技術に関する共同
実験や各種研修会、
技術相談等を実施 
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４．具体的な改革の取組み 

（２）総合力の発揮 ①行政間連携 （ⅳ）市町村とのパートナーシップの強化 

項目名 取組内容 担当部局・室 
  取組み実績 

備考 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

事務の効率化と併せて、
市町村の水平連携の
推進をサポートする 
（本文P49） 

【市町村の自治体クラ
ウド導入へのサポート】  
 市町村の自治体クラ
ウドの取組みについて、
円滑に実施・運用でき
るよう、府は相談体制
を整えるとともに、適切
な助言等によるサポー
トを行います。 

総務部 
IT・業務改革
課 

 
◆府と市町村で構成する自治体クラウド 
 検討会（事務局：大阪府）を設置し、
導入に向けた課題や導入方法等につ 

 いて検討するとともに、市町村からの 
 個別相談に対し、技術的なアドバイスや
他市町村との仲介を行うなど積極的に 

 支援する 
 
   ・自治体クラウド検討会を実施し、 
  導入を検討している市町村に対し 
  積極的に支援 
  ○検討会2回 
  ・システム事業者からの技術的な 
   提案について(7月） 
  ・府内での自治体クラウドの今後 
   の進め方について(12月） 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 ・早期に導入希望する団体への  
   支援(3町村による取組み(6月  
   ～)協定書締結・調達開始(12月  
   ～)） 
 ・府域で取組む「大阪版自治体  
   クラウド」の検討(説明会(10月)） 
 ・大規模団体等小グループでの  
   検討 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 ・総務省地域情報化アド

バイザーによる講演及び
勉強会(9月) 

 ・3町村自治体クラウドの
共同化へ事務局として
参画(4月～) 

 ・大規模団体のIaaS※共  
   同調達RFI及び勉強会 
   (8月～10月) 

【市町村間の広域連
携等の体制整備にか
かるコーディネート】  
 行政サービスの提供
体制を維持するため、
市町村の広域連携の
拡大等の取組みに対
し、課題解決に向けた
助言など、府がそのコー
ディネートを担います。 

総務部 
市町村課 

◆市町村の広域連携の拡大等の取組み 
 に対して、コーディネートや情報提供等、
積極的に支援する 

 
  ・府内3地域（豊能、南河内、泉州 
   南）の広域連携研究会に参画し、 
   共同処理の円滑な推進や、さらな 
   る分野での広域連携が進むよう 
   積極的に支援 
  ○研究会参加回数 10回 
   ・豊能（9月） 
   ・南河内（5・7・9・1月） 
   ・泉州南（4・7・10・1月） 
   ⇒泉州南地域において、 
    平成28年4月～権限移譲事務 
    の共同処理を開始（農林分野） 

  
 
 
 
  ・広域連携等についての意見交  
   換の場である「地域ブロック会    
    議」の開催頻度を増やし（各ブ  
    ロック年1回→2回）、先進事例  
    の情報提供などを実施。また、 
    会議の出席者を案件に応じて 
    柔軟に設定 
 ・各地の広域連携研究会に参画 
  し、必要に応じて助言するなど、 
  積極的なコーディネートを実施 
  （参加回数 計10回） 
 

  
 
 
 
 ・「地域ブロック会議」を開

催し、連携候補事務に
ついての意見交換等を
実施。（各ブロック年2
回）  

 ・「基礎自治機能の維持・
充実に関する研究会」に
おいて、府と市町村が共
同で、新たな広域連携の
促進につながる具体的
方策について検討・研 

 究を実施。（11月～） 

13 ※Infrastructure as a Serviceの略。クラウドコンピューティングの一種で、サーバー等の情報基盤を仮想化し、ネットワーク経由で共同利用する形態のこと。 



４．具体的な改革の取組み 

（２）総合力の発揮 ②民間連携 （ⅰ）府民・NPOとの協働の強化 （ⅱ）民間開放の推進（PPPなど） 
項目名 取組内容 担当部局・室 

取組み実績 
備考 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

府民・NPOとの協働
の強化 
（本文P52） 

広域自治体として、
各団体の自主活動の
活性化や寄附文化
の醸成を図り、協働
の取組みを一層促進
していくため、市民公
益税制の導入など環
境整備を進めます。 

府民文化部 
男女参画・ 
府民協働課 

◆市民公益税制の普及啓発及び利用促進 
 
 
≪目標≫ 
【市民公益税制導入済市町村  11市町】 
【認定NPO法人数 20】 
【市町村、自治会、NPO法人等が参画する交
流会の実施】 

 
≪実績≫ 
○市民公益税制導入済市町村数：34市町村 
○認定NPO法人数：38法人 
○市町村、自治会、NPO法人等が参画する   
   交流会の実施 
 ・交野市（12月）、泉南市（２月）において、 
   交流会を実施 
 
 
 
 
（参考） 
※市民公益税制（府民税の税額控除）の対

象となる指定法人数 
 ・3号指定（社会福祉法人や公益法人、認

定NPO法人等） → 122法人 
 ・4号指定（条例指定NPO法人）→ 2法人 
※本制度の説明会等の開催状況 
 ・市町村や中間支援団体等への説明会 
 （7月～12月） 

◆府内市町村における 
   市民公益税制導入の促進 
 
 
 
 
 
 
 
≪実績≫ 
○同市町村数：34市町村 
○同法人数：45法人 
○同交流会の実施： 
 ・交野市（12月）、 
  熊取町（３月）において、 
  交流会を実施 
 
 
 
 
（参考） 
※指定法人数 
 ・3号指定→ 151法人 
 ・4号指定 → 2法人 
※説明会等の開催状況 
 ・市町村や中間支援団体等 
  への説明会（7月～12月） 
 

◆市民公益税制の 
   活用促進 
 
 
 
 
 
 
 
≪実績≫ 
○同市町村数：34市町村 
○同法人数：46法人 
（12月末時点） 
○同交流会の実施： 
・藤井寺市（９月）、 
 茨木市（11月） 
 他1箇所（見込） 
 において、  
 交流会を実施 
 
（参考） 
※指定法人数 
 ・3号指定→ 165法人   
    (12月末時点） 
 ・4号指定 →３法人 
    (12月末時点） 
※説明会等の開催状況 
 ・市町村や中間支援団  
    体等への説明会 
 （7月～12月） 

 
 
認定 
NPO 
法人数 
平成30 
年に 
50法人 
予定 
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（２）総合力の発揮 ②民間連携 （ⅰ）府民・NPOとの協働の強化 （ⅱ）民間開放の推進（PPPなど） 



４．具体的な改革の取組み 

（２）総合力の発揮 ②民間連携 （ⅰ）府民・NPOとの協働の強化 （ⅱ）民間開放の推進（PPPなど） 
項目名 取組内容 担当部局・室 

取組み実績 
備考 

平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

民間開放の推進 
（本文P52） 

新たな手法の導入
可能性を幅広く研究
するとともに、これまで
の課題を検証しなが
ら、引き続き「民でで
きるものは民へ」の基
本姿勢により、指定
管理者制度やアウト
ソーシング、PFIなどの
民間開放について、
効果的に取組みを進
めていきます。 

財務部 
行政経営課 

◆指定管理者制度やアウトソーシング、PFIなど
の民間開放について、引き続き効果的に取組
む 
（中央図書館への指定管理者制度導入）  
 
  ・中央図書館において平成27年4月から 
  施設管理業務等に指定管理者制度を 
  導入 
 
 ◆国内外の先進事例情報収集 
 
  ・他府県におけるＰＦＩの取組みの情報を 
   収集 

  
 
（中之島図書館への指定管理者 
                              制度導入） 
 
 ・中之島図書館において 
   平成28年4月から施設管理 
    業務等に 指定管理者制度を導入 
 
◆導入可能なものは順次実施 
 
・大阪府PPP/PFI手法導入優先的 
  検討規程を策定 
  （平成29年4月1日施行） 

  
（指定管理者の業務実
施状況に係るモニタリン
グに総合評価を導入） 
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（２）総合力の発揮 ②民間連携 （ⅰ）府民・NPOとの協働の強化 （ⅱ）民間開放の推進（PPPなど） 



４．具体的な改革の取組み 

（２）総合力の発揮 ②民間連携 （ⅲ）民間との新たなパートナーシップ 

項目名 取組内容 担当部局・室 
取組み実績 

備考 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

民間との新たなパート
ナーシップ 
（本文P53～57） 

従来の公民連携の枠組み
を前進させ、府又は民間の提
案を基に、連携を展開するな
ど、双方のニーズをマッチングす
ることにより新たなパートナー
シップを実現します。 

財務部 
行政経営課 

◆公民戦略連携デスクの設置 
  窓口・相談機能 
  庁内バックアップ機能 
   
 
 
◆協働企業・大学開拓 
 企業等との連携による事業実施 
 
  
 ≪目標≫ 
【包括連携協定10件】 
【企業と部局との連携数25件】 
 
 ≪実績≫ 
 【包括連携協定8件（累計）】 
 【企業と部局との連携数38件】 
 
 
 
 
◆公民連携ガイドラインの策定 
 
 ・公民連携ガイドラインの策定 
   （平成28年3月） 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 
 
   
 
 
 
 
【同 14件（累計）】 
【同 60件】 
  
 
【同 17件（累計）】 
【同 220件】 
 
 
 
◆成功事例を参考にし
た部局の取組み拡大 

 

 ・ガイドラインや成功事 
例を踏まえ、各部局が
個別に企業と事業連
携協定を締結するな
ど連携を推進  

 
 ・公民連携のノウハウを

庁内に広げるため、若
手研修を実施 

 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
【同 23件（累計）】 
【同 150件】 
  
 
【同 28件39社３大学

（累計）】  
【同 220件】 
（平成30年1月末） 
 
 
 
 
 ・同左 
 
 
 
 
 
 ・同左 
 
 
 
 ・市町村担当者を含む 

行政関係者を対象に、 
先進事例を学ぶ公民 
連携フォーラムを実施 

16 



４．具体的な改革の取組み 

（２）総合力の発揮 ②民間連携 （ⅲ）民間との新たなパートナーシップ 

項目名 取組内容 担当部局・室 
取組み実績 

備考 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

民間との新たなパート
ナーシップ 
（本文P53～57） 

従来の公民連携の枠組み
を前進させ、府又は民間の提
案を基に、連携を展開するな
ど、双方のニーズをマッチングす
ることにより新たなパートナー
シップを実現します。 

財務部 
行政経営課 

 
 ◆新たな取組みの検討 
（国内外の先進事例情報収集） 
 
 
 ・ソーシャル・インパクトボンドの情報 
  を収集 
 
 
 
 
 
 
 

  
 ◆導入可能なものから
順次実施 

  
  

  
 
 
 
  
・平成30年度からの事     

業実施を前提として、
国が実施するモデル
事業に里親支援分野
で参画 
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４．具体的な改革の取組み 

（２）総合力の発揮 ②民間連携 （ⅳ）民間が活躍できる環境の整備 

項目名 取組内容 担当部局・室 
  取組み実績 

備考 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

民間が活躍できる環
境の整備 
（本文P58） 

特区制度のさらな
る活用や、国への規
制改革の提案及び
府自らの制度の見直
しにより、世界で一番、
創業・ビジネス活動が
しやすく、グローバル人
材が活躍しやすい環
境づくりを進め、大阪
経済の成長につなげ
ていきます。 

政策企画部 
戦略事業室 
    他 

 ◆区域計画を策定し、特例を活用
した特定事業等の実施 

 
  ・関西圏国家戦略特別区域計 
    画の計４回の内閣総理大臣 
    の認定 
   （平成27年度：大阪府域 4事業）  
 
 
◆区域会議等を活用した新たな規 
   制改革提案 
 
  ・新たな規制改革提案2件 
  

 
 
 
  ・関西圏国家戦略特別区域計画 
    の計5回の内閣総理大臣の認 
    定 
 （平成28年度：大阪府域 8事業）   
  
 
 
 
 
 ・新たな規制改革提案2件 
 

  
 
 
・関西圏国家戦略特

別区域計画の計1回
の内閣総理大臣の
認定 

（平成29年度：大阪府
域 3事業）  

（平成30年1月末現
在） 

 
・新たな規制改革提

案１件 
（平成30年1月末現

在） 

 国は、国家戦
略特区を活用
し、更なる規
制改革事項
の実現を図る
こととしている  

（２）総合力の発揮 ③庁内連携 

項目名 取組内容 担当部局・室 
  取組み実績 

備考 
平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

課題解決型プロジェク
トチームの活用 
（本文P59） 

新たな課題に対し、
関係部局が部局の枠
を越えて連携・協力し
て取組むことができる
よう、課題解決型プロ
ジェクトチームを積極
的に活用します。 

全部局 

◆課題解決型プロジェクトチームの活
用 

 
  
  ・国の26年度補正予算の「地域 
    住民生活等緊急支援のための 
    交付金活用事業」を活用した、 
    福祉的配慮が必要な府民への 
    生活支援の検討にあたり、政策 
    企画部、福祉部及び健康医療 
    部の関係室課からなるプロジェ 
  クトチームを設置。対象者にプリ 

ペイドカード「もずやんカード」を
配布し、生活用品等の購入に活
用 

 
 
 
   
  ・地方分権改革の促進に向け、 
    副首都化の推進と連携を図り 
    ながら、総合的かつ効果的に 
    推進するため、政策企画部及 
    び総務部の関係室課からなる 
    プロジェクトチームを設置 

  
 
 
 
・大阪府の総合的な
結婚支援のあり方に
ついて検討を行うた
め、政策企画部と福
祉部など関係7部局
が参画した「結婚支
援のあり方検討プロ
ジェクトチーム」を設
置 
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